
税財政制度のイメージ（Type H－1）

○地方が担う役割に見合う地方税収を確保するように国と地方の税源配分を抜本的に見直す

検討資料３

租 税 （87兆円）

○地方が担う役割に見合う地方税収を確保するように国と地方の税源配分を抜本的に見直す。
○新・地方共有税（仮称）の配分を通じて地方間の財政調整を行う。補助金等は廃止する。

租 税 （87兆円）

州が徴収

国税 州 税 市町村税新・地方共有税

（約27兆円）（約10兆円） （約20兆円） （約30兆円）
法人税（1/2）
関税

住民税（州）
事業税

所得税（4/5）※
法人税（1/2）

住民税（市町村）※
固定資産税

（約7兆円） （約13兆円）全州会議

各州に総額を配分後、

関税
収入印紙税
など

事業税
消費税（1/2）
自動車税
揮発油税
相続税

法人税（1/2） 固定資産税

消費税(1/2）（交付金）
都市計画税
など

市町村国 州

（地方債） （地方債）（国債）

（約10兆円） （約34兆円） （約43兆円）
各州のルールで配分酒税

など

市町村の最終支出州の最終支出
国の

最終支出

（地方債） （地方債）（国債）

補助金等は廃止

市町村 最終支出州 最終支出最終支出

（約12兆円） （約44兆円） （約56兆円）

※所得税の1/5は住民税（市町村）へ移譲



税財政制度のイメージ（Type H－2）

租 税 （約87兆円）

○Type H－1をベースに、税収総額を変えずに所得税を減税して消費税の税率を5％から10％に変更

租 税 （約87兆円）

国税 州 税 市町村税
新・地方

州が徴収

国税 州 税 市町村税
新 地方
共有税

（約27兆円）（約10兆円） （約13兆円） （約37兆円）
法人税（1/2）
関税
収 印紙税

住民税（州）
事業税
消費税（ / ）

所得税（1/4）
法人税（1/2）
住民税の法人税割

住民税（市町村）
固定資産税
消費税(3/4)（交付金）

（約7兆円） （約6兆円）
全州会議

各州に総額を配分後、

収入印紙税
など

消費税（1/4）
自動車税
揮発油税
相続税
酒税

住民税の法人税割 消費税(3/4)（交付金）
都市計画税
など

市町村国 州

（地方債） （地方債）（国債）

（約10兆円） （約34兆円） （約43兆円）
各州のルールで配分

酒税
など

市町村の最終支出州の最終支出
国の

最終支出

（地方債） （地方債）（国債）

補助金等は廃止

最終 出

（約12兆円） （約44兆円） （約56兆円）

※所得税の3/4を減税（消費税の増分と相殺）



税財政制度のイメージ（Type M）
○地方が担う役割に見合う地方の税収を確保するように国と地方の税源配分を抜本的に見直す。
○国地方共同税（仮称）で 共管事項の財源確保 地方の税収の総額確保 地方間の財政調整を行う 補助金等が残る

租 税 （約87兆円）

○国地方共同税（仮称）で、共管事項の財源確保、地方の税収の総額確保、地方間の財政調整を行う。補助金等が残る。

州 税 市町村税国地方共同税（仮称）

（ ）

国税

（約7兆円） （約20兆円） （約19兆円）

州が徴収

国 共管事項 地方の調整財源

（約41兆円）（約7兆円） （約20兆円） （約19兆円）
住民税（州）
事業税

消費税（1/2）
自動車税

住民税（市町村）
固定資産税

消費税（1/2）（交付金）
都市計画税

相続税
酒税
関税
収入印紙税

所得税
法人税
住民税の所得割、法人税割

自動車税
軽油引取税
揮発油税
など

都市計画税
など

収入印紙税
など 地方行財政会議

全州会議

（約25兆円）
（約20兆円）

各州に総額を配分後

（約16兆円）

市町村州国

（約39兆円）

（約5兆円）

（約23兆円） （約25兆円）

各州に総額を配分後、
各州のルールで配分

市町村 最終支出州 最終支出国 最終支出

（地方債） （地方債）（国債）

（補助金等あり）

市町村の最終支出州の最終支出国の最終支出

（約31兆円）※ （約51兆円）※（約30兆円）※

※国、州、市町村の最終支出額は補助金等による移動前の数字


